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 令和３年度 第１回 原村国保運営協議会 会議録 

令和３年７月５日（月） 午後７：00 

原村役場 ２０１会議室（２階） 

 

出席委員  （被保険者代表）森山、戸田 

（保険医保険薬剤師代表）丸山 

（公益代表）宮坂、平出 

職  員  （保健福祉課長）五味    （住民財務課長）小池  

（医療給付係長）風田川   (国保担当) 小池 

（税務係長）中村        （国保担当）牛山 

 

１ 開 会 

保健福祉課長：国民健康保険運営協議会を開催します。 

       正木委員は、欠席です。 

 

２ 村長あいさつ 

      村長：議会前半２年が終了したため、議員２名が交代となりました。 

ここでの協議を、今後の活動に結び付けていただきたいと思います。 

  保健福祉課長：ここで村長より、委嘱状の交付をさせていただきます。 

      村長：（宮坂委員→平出委員の順で委嘱状交付） 

 

３ 会長・副会長あいさつ 

宮坂会長：自分は被保険者ではないが、円滑に協議ができるように進めていき

ます。 

平出副会長：今まで会社員だったが６月から自分も被保険者となったので、よい

運営ができるように努めます。 

 

（村長退席） 

 

４ 自己紹介 

     （各委員→事務局の順で自己紹介） 

 

５ 協議事項 

（１）会議録署名人の指名 

宮坂会長：会議録署名人は、丸山委員と森山委員にお願いします。 

 

（２）新型コロナウイルスに伴う規則の一部改正について（報告） 

   ・国民健康保険傷病手当金の支給期間延長 

  保健福祉課長：（資料に基づき説明） 
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内容は昨年制定したものと変更はありません。期間のみ６月 30日だ

ったところ、９月 30日まで延長となります。 

    宮坂会長：今の説明について質問はありますか。 

     各委員：なし。 

 

（３）新型コロナウイルスに係る国保税減免について 

    税務係長：（資料に基づき説明） 

         令和２年度にコロナの影響により納付が困難な方を対象に創設し

ました。コロナの影響が続く中で、国から減免に係る財政支援につ

いての通知があったため、本村においても引き続き減免措置を実施

するにあたりご協議をお願いしたいと思います。制度は令和２年度

と変更はありません。令和３年度の財政支援は 10 分の４相当額と

なる予定です。10分の６は保険税より賄うこととなります。 

宮坂会長：今の説明について質問はありますか。 

    宮坂会長：保険税が増額になるということですか。 

  保健福祉課長：誰かの税率をあげるということではなく、全体から 10 分の６を補

てんするという形です。 

    宮坂会長：減免総額の見込みはどれくらいですか。 

    税務係長：見込みを立てるのは難しいため、令和２年度の実績を報告します。 

         （令和２年度の実績を報告） 

宮坂会長：思ったよりも対象者は少ないですね。知らずに申請されてない方も

いるかもしれないということですか。 

住民財務課長：そのケースも考えられます。 

  保健福祉課長：昨年の実績をもとにすると、10分の６の補てんなので、535,000円

くらいが負担となります。 

住民財務課長：収入が落ち込んだ昨年よりもさらに３割減でないと対象とならない

ため、昨年よりも対象者は減る見込みでおります。 

宮坂会長：他に質問はありますか。 

     国保の減免について承認をされない方がいれば発言をお願いしま

す。特になしでよろしいでしょうか。 

各委員：一同一致。 

住民財務課長：今後、要綱の設置をします。 

  

（４）令和２年度国民健康保険事業特別会計事業報告及び決算について 

  医療給付係長：(資料に基づき説明) 

         傷病手当金について説明。条例は整備済です。 

宮坂会長：今の説明について質問はありますか。 

  保健福祉課長：単年度では黒字で推移しました。統合失調症や糖尿病は前年の倍に

なりましたが、他の方が医療機関の受診を控えたことにより下がっ

た形です。いい方向に向かっていると思います。 



3 

 

   平出副会長：統合失調症の原因はわかりますか。 

保健福祉課長：今まで社会保険だった方が、国保に加入したためであるかと考えま

す。 

丸山委員：統合失調症と診断しなければ、出せない薬があるため、そのための

診断の可能性も考えられます。 

平出副会長：高血圧等増えているように思います。何か健康教室等、活動されて

いますか。 

保健福祉課長：保健事業を行っています。 

宮坂会長：他に質問はありますか。 

各委員：なし。 

 

（５）今後の予定について 

保健福祉課長：８月１日から保険証が変わります。また、10 月からマイナンバー

カードの保険証利用が始まります。 

令和９年度にむけて、諏訪圏内の国保税の統一について進めていき

ます。何年かに分けて変更していくと方針を協議済みですが、今年

度中に１度見直しをする予定ですので、お願いします。 

宮坂会長：令和９年度に変更になるということですか。 

保健福祉課長：令和９年度の一体化に向けて段階的に準備をしていくという形です。

資産割をなくしていく方向です。協議をお願いします。 

宮坂会長：質問はありますか。 

各委員：なし。 

 

（６）その他 

    宮坂会長：何かありますか。 

     各委員：なし。 

 

平出副会長：それでは以上をもって終了とします。お疲れ様でした。 

 

(閉会 午後７時 55分) 

 


